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デジタル人材の育成及び活用について 

 

 

１ デジタル人材の育成 

区は、令和５年度から各職場のＤＸを強力に推進するＤＸ推進リーダーを育成するた

めの研修を実施し、令和７年度までに庁内で８０人程度のＤＸ推進リーダーを育成する

予定です。また、その後は、ＤＸ推進リーダーを各課に１名配置できるよう、継続して

育成を行っていきます。 

 

２ デジタル人材の活用 

（１）情報政策監の採用 

区では、デジタル化の推進や情報システムの最適化について技術的側面から助言及

び提言をする情報政策監を、平成２５年度から独自に採用しています。情報政策監の

専門的知見を生かしながら、引き続きＤＸを推進していきます。 

 

（２）事務（ＩＣＴ）職の採用 

特別区において令和５年度から職員の採用職種（職務名）に「事務（ＩＣＴ）」が

新設されたことを受け、区は、ＩＣＴに関する知識及びデータを活用した政策立案や

システムの導入及び管理など、行政のデジタル化を推進していくための職員の採用に

取り組みます。 

＜参考＞ 

・令和５年度 事務（ＩＣＴ）の経験者採用試験・選考を実施 

・令和６年度 経験者採用試験・選考に加え、Ⅰ類（大卒程度）採用試験を実施予定       

 

（３）デジタル人材のシェアリングサービスの活用 

都は、令和５年７月に、区市町村を含めた東京全体のＤＸを推進するため、一般社

団法人ＧｏｖＴｅｃｈ東京を設立しました。これを受け、区では、一般社団法人Ｇｏ

ｖＴｅｃｈ東京が実施する協働事業に参加し、デジタル人材のシェアリングサービス

を活用します。 
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